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１　開 催 日 時　　　　令和６年５月 17 日（金）　午後１時３０分 

２　開 催 場 所　　　　南会津町舘岩会館 

３　出席した委員 

農業委員　９名 

 

農地利用最適化推進委員　１名 

 

４　出席した事務局職員 

 

５　議 事 

日程第１　欠席委員の報告について 

日程第２　議事録署名委員の指名について 

日程第３　報告第１号　会務報告について 

日程第４　議案第１号　農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第５　議案第２号　農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第６　議案第３号　現況確認証明申請について 

日程第７　議案第４号　農用地利用集積計画決定について 

日程第８　議案第５号　農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １　  番 星 　 　 隆 一 ２  　番 芳賀　美紀 ３ 　　番 平野　恒二
 ４　  番 馬場　崇裕 ６  　番 湯田　義三 ７　　 番 星 　 　 洋 一
 ８　  番 酒 井 　 　 圭 10   番 湯田　孝義 11   番 室井　文一

 田島第 11 猪俣　忠久

 事務局長 星 　 　 貴 夫 農地振興管理係長 芳賀　隆徳 職 員 木村美沙季



６　会議の概要 
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事務局長が開会を告げ会長が挨拶をした後、南会津町農業委員会総会

会議規則第５条第１項の規定に基づき、会長が議長となり議事に入る。 

 

それでは、只今から議事に入ります。 

日程第１「欠席委員の報告」についてでありますが、会議規則第４条

の規定により、欠席の届け出がありました農業委員は、５番、湯田重行

委員、９番、渡部一男委員であります。 

本日の出席委員は９名ですので、農業委員会等に関する法律第 27 条

第３項の規定による過半数に達しております。また、会議規則第 10 条の

規定により農地利用最適化推進委員に出席を求めたところ、１名に出席

をしていただいております。 

 

日程第２「議事録署名委員の指名について」でありますが、会議規則

第 20 条第２項の規定により、３番、平野恒二委員、４番、馬場崇裕委員

を指名いたします。両名には、本総会における議事録への署名をお願い

いたします。 

 

日程第３「報告第１号　会務報告について」を議題といたします。 

事務局からご報告をお願いします。 

 

（事務局長　報告） 

 

只今事務局から会務の報告がありましたが、ご質疑等がございました

らお願いいたします。ありませんか。 

 

（湯田義三）５月 14 日の研修会の内容について教えてほしい。 

 

（事務局長）今後の基本法等の改正の見込みについてや、地域計画につ

いての協力依頼、年間スケジュールの説明がありました。 

 

他に質問はありませんか。 

 

（「ありません。」の声あり） 

ありがとうございます。 

質問がないようですので、会務報告を終わります。 

 

日程第４「議案第１号　農地法第３条の規定による許可申請について」

を議題といたします。 

事件番号１について、地区担当調査員の南郷第１区、五十嵐和推進委

員が欠席ですので、事務局から調査結果の説明をお願いします。 
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（係長）議案書２ページ目以降になります。議案第１号、農地法第３条

の規定による許可申請について、事件番号１番になります。譲渡人は●

●●さん、＊＊字＊＊＊＊番地。譲受人は○○○○さん、＊字＊＊＊＊

番地になります。許可を受けようとする土地の表示ですが、＊＊＊＊＊

＊＊番、同じく＊＊番になります。地目は両方とも田んぼ、面積が□□

㎡、□□㎡となっております。権利の設定・移転の原因につきましては、

所有権の移転となっております。申請事由につきましては、譲渡人につ

いては農業の廃止、譲受人については経営規模の拡大となっております。

無償譲渡となっております。続きまして、農地法第３条の許可の要件の

状況についてですが、１点目の必要な農作業に従事する農作業常時従事

要件につきましては、申請書の内容を確認したところ、本人が 180 日、

奥様が 180 日となっており、目安としております年間 150 日の農作業常

時従事要件に問題はないと思われます。２点目の地域との調和要件につ

いてですが、同地区内には集落営農などの組織や他の農業者の集積、農

地の分断など、他の農地の利用に影響を与えることはないと思われます。

この２筆については、既に○○○○さんの方で耕作されている状況にな

っております。３点目の農地の全てを効率的に耕作する全部効率要件に

つきましては、トラクター、耕運機、田植え機、コンバインの大農機具

を保有されておりますので、当該農地を含めて全ての農地を効率的に管

理耕作するのに問題はないと思われます。最後に、農地所有適格法人要

件につきましては、譲受人は法人ではありませんので問題ないと思われ

ます。以上、調査いただいた結果、許可が相当であると判断されますの

でご審議の方お願いいたします。以上です。 

 

説明が終わりました。ただちに質疑に入ります。 

発言のある方は挙手願います。 

本案に対して、ご質疑ございませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りします。事件番号１について、原案のとおり決定することにご

異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、事件番号１については、原案のとおり決定いたしま

した。 

 

次に、事件番号２を議題といたします。 

地区担当調査員の田島第 11 区、猪俣忠久推進委員から調査結果の説

明をお願いします。 

 

 

 

 



 田島 11 
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（猪股忠久）議案第１号の２番の説明をいたします。譲受人、○○○○

さん。譲渡人、●●●●さん。この取引は、譲受人の○○さんが、空き

家バンクを利用して＊＊＊＊の方からこちらに移住したことでの取引内

容となります。譲渡人の●●さんは◆◆歳。現在は＊＊字＊＊＊＊番地

※に住んでおります。譲受人の○○さんは会社員となっておりますが、

今は会社員を辞めてアルバイトをしているそうです。○○さんが●●さ

んの実家である＊＊の空き家を買い、現在、＊＊字＊＊＊＊番地＊に住

んでおります。＊＊＊＊＊には住んでいない、ということになります。

許可を受けようとする土地の表示は、＊＊＊＊＊番＊、＊＊＊＊＊番＊、

＊＊＊＊番＊で、この３筆につきましては、○○さんが空き家バンクへ

求めた、●●さんの元実家から 10ｍも離れていないところにあります。

●●さんの実家の、空き家バンクで利用したいという場所はどこかと言

いますと、＊＊＊の方から＊＊＊＊に向かって左側の方に◇◇◇という

お寺がありまして、その手前の右側の方に道路より低い家があります。

窪地に所在しております。先週の火曜日に●●さんと連絡を付け、ちょ

うど○○さんもおりましたので話を伺ってきました。それから、＊＊＊

＊＊＊＊＊＊番＊は畑となっておりますが、私から見ると現況確認で現

況を変更したらどうかと思って一応言ってみたのですが、時間的に余裕

があるため耕して復活させたいということでした。このまま所有権の移

転ということで申請するとのことです。＊＊＊＊番＊の田は、●●さん

の説明ですと、●●さんの父親の代に既に田んぼから畑として利用して

いたと。私も地区担当になってから見て歩けていなかったので、登記簿

上は田として残っているのかなと。現状は特別、柳や他の雑木林が生い

茂っている状況ではありませんが、そこも耕して畑として利用したいと

いうことでした。申請事由は、相手方の要望。空き家バンクで購入され

た○○さんが、家庭菜園として利用したいということだろうと思います。

家庭菜園にしている＊＊＊＊番＊、＊＊＊番＊は何年もずっと作ってい

るような畑で、雑草が生えている状態ではなく、畑らしい畑でした。ち

なみに、●●さんの出身はどこかと聞いたところ、＊＊＊＊＊＊の出身

で 30 軒くらい●●があるそうです。以上、審議のほどよろしくお願いし

ます。 

 

説明が終わりました。ただちに質疑に入ります。 

発言のある方は、挙手願います。 

本案に対して、ご質疑ございませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りいたします。事件番号２について、原案のとおり決定すること

にご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、事件番号２については、原案のとおり決定いたしま

した。 
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次に、事件番号３を議題といたします。 

地区担当調査員の南郷第３区、五十嵐敏章推進委員が欠席ですので、

事務局から調査結果の説明をお願いします。 

 

（係長）議案書４ページをご覧ください。事件番号３。譲渡人、●●●

●●さん、＊＊＊大字＊＊の方になります。譲受人、○○○○さん、＊

＊＊＊＊＊の方になります。許可を受けようとする土地の表示につきま

しては、＊＊字＊＊＊番。地目は畑、面積は□□㎡になります。権利の

設定、移転の原因につきましては、所有権の移転となっております。申

請事由ですが、譲渡人については他市町村への居住による農業の廃止、

譲受人については家庭菜園ができる場所が欲しい、となってございます。

こちらにつきましても、空き家バンクに関連した農地の権利移動となっ

ておりまして、令和６年４月 11 日に、○○さんが空き家バンクに登録の

ある＊＊字＊＊＊＊番＊の土地と建物を購入され、併せて、その周辺に

ある申請農地を含めて、●●さんと○○さんの間で売買契約を行ったと

いうような中身になっております。建物と土地を併せて△△△△△円で

購入し、所有権の移転を行って家庭菜園をしたいというようなところに

なっております。こちらも空き家バンクとともに購入して家庭菜園をし

たいという強い意志があり、今回の３条申請になったということになり

ます。続きまして、農地法３条の許可の各要件の状況についてですが、

１点目の必要な農作業に従事する農作業常時従事要件については、申請

書の内容を聞き取りさせていただいたところ、本人が 150 日となってお

り、目安としている年間 150 日の農作業常時従事要件は問題ないと思わ

れます。２点目の地域との調和要件については、同地区内に集落営農な

どの組織や他の農業者の集積、農地の分断など、他の農地の利用に影響

を与えることはないと思われます。３点目の農地の全てを効率的に耕作

する全部効率要件につきましては、現在農機具等は保有されておりませ

んが、家庭菜園として利用するため、豆トラ等の管理耕作できるような

機械を購入予定というようなことで、今後購入していただければ特段管

理耕作については問題ないかと思われます。最後に、農地所有適格法人

要件につきましては、譲受人は法人ではありませんので問題ないと思わ

れます。以上、調査いただいた結果、許可が相当であると判断されます

のでご審議の方お願いいたします。以上です。 

 

説明が終わりました。ただちに質疑に入ります。 

発言のある方は、挙手願います。 

本案に対して、ご質疑ございませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りいたします。事件番号３について、原案のとおり決定すること

にご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 
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異議なしと認め、事件番号３については、原案のとおり決定いたしま

した。以上で、議案第１号の審議を終了します。 

 

続きまして、日程第５「議案第２号　農地法第５条の規定による許可

申請について」を議題といたします。 

事件番号１について、地区担当調査員の南郷第３区、五十嵐敏章推進

委員が欠席ですので、事務局から調査結果の説明をお願いします。 

 

（係長）議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請について、６

ページをご覧いただきたいと思います。併せて資料１もご準備いただき

たいと思います。申請人の表示につきまして、譲渡人は●●●●さん、

＊＊＊＊＊＊＊の方になります。譲受人は、○○○○○○○○、＊＊＊

＊＊＊＊になります。許可を受けようとする土地の表示につきましては、

＊＊字＊＊＊番。地目が田。面積が□□㎡となっております。施設の概

要といたしましては、駐車場用地となっております。土地代として 

△△△△円。権利の種類として、所有権の移転となっております。申請

事由につきましては、新規で従業員を⦿⦿名程度増員予定というような

計画があり、その従業員の駐車場と冬季間の雪押し場を確保したいとい

うことで、自社所有土地の西側に土地を取得し、駐車場を整備したいと

いう事由となっております。資料１の 11 ページを見ていただきまして、

場所といたしましては、計画地全体というところの下が国道××号とな

っております。×点が付いているちょうど下側になる部分は◆◆◆◆◆

になります。その隣に◇◇◇◇◇があり、●●●●はその道路の向かい

側の部分になっております。次の 12 ページを見ていただくと、既に＊＊

番＊、＊番＊は●●●●の所有地となっておりまして、こちらが駐車場

として整備されている状況で、今回は畑の＊＊番が申請地となっており

ます。続きまして、立地基準等について説明いたします。当該農地につ

いては昭和 52 年に土地改良法による換地処分が行われておりまして、

特定土地改良事業等の施工に係る区域内にある農地、土地改良農地で、

１種農地となっております。１種農地の転用は原則許可できない取り扱

いになっておりますが、例外的に許可し得る要件ということで、集落接

続事業に該当する農地となっております。集落接続事業につきましては、

住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において、居住する者の日常生

活上又は業務上必要な施設の用に供するために行われるものであり、集

落に接続して設置されるものであることということで、先程の地図に戻

っていただきますと、隣に▼▼▼▼▼▼▼▼があったり、◇◇◇の施設

があったり、少し離れると▽▽▽▽▽があったりと、集落に接続してい

る条件になっておりますので、立地基準上は許可できると思われます。

次に、農地法第５条の一般基準の各項目の調査結果についてですが、１

点目の転用に必要な資力があるかについて、用地費△△△△円、造成費  

△△△△△ 円、支出合計△△△△△ 円につきましては、全額自己資金

で賄う計画となっております。申請書に添付された金融機関による残高

証明書を確認したところ、預金残高もあることから問題ないと思われま

す。２点目の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ているか
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についてですが、当該申請農地は所有権以外の権利を有する者はおりま

せんでした。また、登記簿に抵当権などの設定もありませんでしたので

問題ありません。３点目、許可後、遅滞なく申請に係る用途に供するこ

とが可能かについてですが、計画が具体的であり遅滞なく着手されるこ

とが見込まれます。４点目、他の法令の許認可の見込みはあるかについ

てですが、特段、許認可等必要となるものではありませんので問題ない

と思われます。５点目、転用面積が妥当であるかという点ですが、駐車

場用地として□□㎡は転用許可申請面積として過大な面積ではないと思

われます。６点目、周辺農地の営農条件に与える影響というところです

が、住宅、町道に接する農地であり、周辺には◆◆◆◆◆や◇◇◇◇◇

があり、他の農地に対する営農条件への障害や日照の問題、農地の分断

も無いことから問題ないと思われます。以上、調査いただいた結果、許

可相当であると判断されますので、ご審議の方をよろしくお願いいたし

ます。以上です。 

 

説明が終わりました。ただちに質疑に入ります。 

発言のある方は、挙手願います。 

本案に対して、ご質疑ございませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りいたします。事件番号１について、原案のとおり決定すること

にご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、事件番号１については、原案のとおり決定いたしま

した。 

以上で、議案第２号の審議を終了いたします。 

 

続きまして、日程第６「議案第３号　現況確認証明申請について」を

議題といたします。 

事件番号１について、地区担当調査員の伊南第２区、星博孝推進委員

が欠席ですので、事務局から調査結果の説明をお願いします。 

 

（係長）議案第３号、現況確認証明申請について、８ページをご覧いた

だきたいと思います。事件番号１、申請人の表示ということで、●●●

●さん。＊＊字＊＊＊＊番地の方になります。証明を受けようとする土

地の表示につきましては、＊＊字＊＊＊番＊、同じく＊＊＊番＊、同じ

く＊＊番＊、同じく＊＊番＊の４筆になります。地目につきましては、

登記簿上全て田、現況は宅地となっております。面積が□□㎡、□□㎡、

□㎡、□□㎡。利用の現況につきましても、全て宅地となっております。

非農地の理由といたしましては、国道 401 号の改良工事に伴いまして、

平成 10 年に＊＊字＊＊＊＊番地に住居を移転した住宅の建築と併せ、

当該申請農地を駐車場として整備を行い、以後、現在まで宅地及び駐車
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場として利用してきていると。現況確認証明により、土地地目変更登記

申請を行うためとなってございます。資料２もご覧いただきたいと思い

ます。申請する場所は＊＊のほぼ中心部に近いところになってくるので

すが、◆◆◆◆◆のちょうど入口あたりの◇◇◇◇◇さんの駐車場にな

っております。ちょうど◇◇◇◇◇さんの裏側には、▼▼▼▼▼がある

状況です。資料の９ページを見ていただきますと写真等載っているので

すが、現在、◇◇の■■■の駐車場として整備が行われたというような

状況になっております。移転前の国道××号の改良工事で移転を余儀な

くされた住宅につきましても、以前、◇◇◇◇◇さんで◇◇を経営され

ていたものをこちらの方に移転されたという状況です。現況確認証明の

許可の条件４つについてご説明いたします。１点目の、山林原野、ある

いは宅地化し、農地に復元することが著しく困難な土地であるかという

点ですが、申請地につきましては、申請書に記載があるとおり、平成 10

年に当該地に住宅の建築と併せ、駐車場として整備して以後、宅地及び

駐車場として使用していることから、農地への復旧は適切ではないと思

われます。２点目の農地転用許可を受けた土地、農地法の規定や許可の

条件に違反する状態の土地ではないことという点ですが、事務局で確認

したところ、農地転用の許可を受けた経緯は見られませんでした。また、

無断転用であると行政側から指摘した経緯もありませんでしたので問題

ないかと思われます。ただ、建物が建っている＊＊番地につきましては、

農地転用許可第５条が出ていることは確認させていただいております。

３点目の農用地区域内の農地ではないことについては、申請地につきま

しては農用地区域内の農地ではありませんので問題ないかと思われま

す。４点目、非農地化して 20 年以上その状態が継続しているという点に

ついては、平成 10 年から住宅の建築、駐車場として整備していたという

ことですので、既に 20 年以上経過しており、非農地化しているものと思

われます。以上、調査いただいた結果、証明が相当であると判断されま

すので、審議をお願いいたします。以上です。 

 

説明が終わりました。ただちに質疑に入ります。 

発言のある方は、挙手願います。 

本案に対して、ご質疑ございませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りいたします。事件番号１について、原案のとおり決定すること

にご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、事件番号１については、原案のとおり決定いたしま

した。 
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次に、事件番号２を議題といたします。 

地区担当調査員の伊南第２区、星博孝推進委員が欠席ですので、事務

局から調査結果の説明をお願いします。 

 

（係長）事件番号２になります。申請人の表示といたしまして、●●●

●●●さん。＊＊字＊＊＊＊番地。証明を受けようとする土地の表示に

つきましては、＊＊＊＊番＊。地目は田、現況は宅地。面積は□□㎡と

なってございます。利用状況につきましても宅地となっております。資

料３をご覧いただきたいと思います。こちらの土地につきましては、事

件番号１の◎◎◎◎さんのお母さまの所有名義になっている土地という

ことで、同じ敷地内の場所になっております。ですので、証明を受けよ

うとする土地の表示を見ていただくと、＊、＊、＊、＊になりまし 

て＊ということで、◇◇◇◇◇さんの周辺の土地、■■■■の駐車場を

整備したというような中身になっております。こちらも要件といたしま

しては、◎◎◎◎さんと要件と同じ内容になっておりますので、証明が

相当であると判断されますので審議の方お願いいたします。以上です。 

 

説明が終わりました。ただちに質疑に入ります。 

発言のある方は、挙手願います。 

本案に対して、ご質疑ございませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りいたします。事件番号２について、原案のとおり決定すること

にご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、事件番号２については、原案のとおり決定いたしま

した。 

以上で、議案第３号の審議を終了いたします。 

 

続きまして、日程第７「議案第４号　農用地利用集積計画決定につい

て」を議題といたします。 

事務局から議案の説明をお願いします。 

 

（木村）議案第４号、農用地利用集積計画決定について説明いたします。

議案書 10 ページをご覧ください。利用権設定５月分の内訳になります。

再設定、田７筆、□□□㎡、畑 36 筆、□□□㎡。新規設定、田 11 筆、

□□□㎡、畑 36 筆、□□□㎡。地目毎の合計、田 18 筆、□□□㎡、 

畑 72 筆、□□□㎡。合わせて 90 筆、□□□㎡となっております。こち

らは 11 ページから 15 ページに一覧がございます。続きまして、農地中

間管理事業の「集積計画一括方式」による利用権設定について説明いた

します。こちらは 16 ページに一覧がございますので、確認していただけ

ればと思います。今回の一括方式での設定は 12 件となっております。以
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上です。 

 

説明が終わりました。ただちに質疑に入ります。 

発言のある方は、挙手願います。 

本案に対して、ご質疑ございませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りします。本案を原案のとおり決定することにご異議ございませ

んか。 

 

（「異議なし。」の声あり） 

異議なしと認め、本案は、原案のとおり決定いたしました。 

以上で、議案第４号の審議を終了いたします。 

 

日程第８「議案第５号　農用地利用集積等促進計画（案）に対する意

見について」を議題といたします。 

事務局から議案の説明をお願いいたします。 

 

（木村）議案第５号、農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見に

ついて説明します。議案書 18 ページに一覧がございます。こちらは、中

間管理事業の一括方式で利用権設定がされました、耕作者変更に伴う再

転貸になります。農地中間管理事業の推進に関する法律の規定により、

意見を求められておりますので、議案書の通り、適当と認めてよいか伺

うものです。なお、再転貸を受ける耕作者については、同法に係る貸付

相手方に関する要件について、条件を満たしていることが確認できてい

ます。以上です。 

 

説明が終わりました。ただちに質疑に入ります。 

発言のある方は、挙手願います。 

本案に対して、ご質疑ございませんか。 

 

（湯田義三）設定期間の 18 年の 18 っていうのは何か意味があるんです

か。 

 

（木村）始期と終期がありまして、終期に合わせる形で設定しておりま

す。 

 

（係長）あと、農地中間管理事業の関連で、農地中間管理事業を活用す

ると、最低 10 年というところがスタートになっておりますので、そこか

ら何年貸し借りするかについては当事者間の設定になっています。20 年

だったら 20 年というキリのいい数字になってきますが、今回あくまで

も再転貸ということなので、スタートの期日は前の期日をそのまま残し

ておきつつ、耕作者だけが変更になるので、契約期間が２年経過した後
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に耕作者が変わったということで、18 年という表示になっているのかな

と。あくまでも推測なので、当初多分 20 年契約したものを、２年間耕作

したけど耕作できなくなったから、３年目からこの方に再転貸してくだ

さいというような契約の形態になっているのかなと想像されます。当初

10 年契約だと、２年耕作した後なら８年という中途半端な契約期間にな

ってくる、という考え方です。耕作者が変わったというだけです。 

 

他にありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りします。本案を原案のとおり決定することにご異議ございませ

んか。 

 

（「異議なし。」の声あり） 

異議なしと認め、本案は、原案のとおり決定いたしました。 

以上で、議案第５号の審議を終了いたします。 

 

総会に付議されました議事案件は、全て終了いたしました。 

次に、次回総会までの業務日程について、事務局から説明をお願いし

ます。 

 

（事務局長　業務日程について説明） 

 

説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

質問がないようですので、その他に入ります。 

皆様の方から質問がありましたらお願いします。ございませんか。 

 

（係長　公共事業の施行に伴う廃土処理にかかる農地転用の申出書と、

令和６年第３回総会 議案第１号 事件番号２の継続審議中の経過につい

て説明。） 

 

（平野恒二委員　申出書に記載の所在地の図面について質問） 

 

（湯田孝義委員　中間管理事業の設定期間について確認） 

 

（室井文一委員　中間管理事業の内容について説明） 

 

（湯田義三委員　公共事業の農地転用の申し出について確認） 

 

他に質問ございませんか。 

無いようなので代理の方から閉会の言葉をお願いします。 
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忙しい時期に集まっていただきありがとうございました。これを持ち

まして終了といたします。ありがとうございました。 

 

閉会　午後　２時５１分 

 

 

上記のとおり、会議次第は書記をして記載せしめたものであるが、 

その内容が正確であることを証明するためここに署名する。 
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